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(57)【要約】
【課題】騒音値の低減化かつコスト低減を図った軸流送
風機を提供する。
【解決手段】本発明の軸流送風機は、内筒７とその周囲
に設けた外筒８とで構成される筒型ケーシングを有し、
内筒７と外筒８の間に形成される空間を吸音材挿入部９
とし、吸音材１１は、板状であり、吸音材挿入部９に対
し、周方向に巻くように装着され、かつ、吸音材１１の
軸方向に沿った端面では、隣接する吸音材１１端面同士
が密着することを特徴とする。このような構成により、
高い消音効果が得られる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
筒型ケーシング内に、モータと、このモータの回転軸に装着した羽根車とを備えた軸流送
風機において、
前記筒型ケーシングは、内筒とその周囲に設けた外筒とで構成され、
前記内筒と前記外筒の間に形成される空間を吸音材挿入部とし、
前記吸音材は、板状であり、前記吸音材挿入部に対し、周方向に巻くように装着され、
かつ、前記吸音材の軸方向に沿った端面では、隣接する前記吸音材端面同士が密着するこ
とを特徴とする軸流送風機。
【請求項２】
前記吸音材は、製造過程でロール状に成形した形状であることを特徴とする請求項１記載
の軸流送風機。
【請求項３】
前記吸音材として、密度３２ｋｇ／ｍ３を用いることを特徴とする請求項１又は請求項２
記載の軸流送風機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車道路トンネルの天井に設置され、噴流による圧力上昇によりトンネル
内を換気する軸流送風機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の軸流送風機の構成を図１０に示す。
【０００３】
　図１０に示す軸流送風機は、筒型ケーシング１０１内にモータ１０２が内装され、この
モータ１０２の軸に羽根車１０３が取り付けられている。一方、モータ１０２前後には、
固定ハブコーン１０４が、支持板１０５を介して筒型ケーシング１０１に取り付けられて
いる。モータ１０２は、両軸モータを用いたもので、それぞれの軸に羽根車１０３が取り
付けられて２段構成の羽根車となっている。筒型ケーシング１０１は、内筒１０１ａとそ
の周囲に設けられた外筒１０１ｂで構成されている。内筒１０１ａと外筒１０１ｂとの間
の空間は、吸音材挿入部１０６として、吸音材（グラスウール）が充填されており、吸音
効果を持たせている（特許文献１）。また、固定ハブコーン１０４の内部にも吸音材が充
填されており、吸音効果を持たせている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第２９９７２５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような軸流送風機は、他の換気方式と比較して、設備費が僅少であることや、交通
量の増加に伴い、軸流送風機の増設が容易であることなど、経済的であることが長所とし
て挙げられるが、短所としては従来に対して騒音が大きいことが問題である。また、最近
の市場の動向として設置台数削減、軸流送風機の小口径化を望まれる状況から、軸流送風
機の高風速化が望まれており、ますます騒音の増加につながるという課題を有している。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決し、騒音値の低減化を図った軸流送風機を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の手段は、筒型ケーシング内に、モータと、
このモータの回転軸に装着した羽根車とを備えた軸流送風機において、
前記筒型ケーシングは、内筒とその周囲に設けた外筒とで構成され、
前記内筒と前記外筒の間に形成される空間を吸音材挿入部とし、
前記吸音材は、板状であり、前記吸音材挿入部に対し、周方向に巻くように装着され、
かつ、前記吸音材の軸方向に沿った端面では、隣接する前記吸音材端面同士が密着するこ
とを特徴とするものである。
【０００８】
　このような構成により、高い消音効果が得られる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の軸流送風機は、板状であり、吸音材の軸方向端面における接合部分で吸音材端
面同士が密着することを特徴とする吸音材を用いることにより、騒音値の低減化を図るこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施の形態の軸流送風機の断面図
【図２】同軸流送風機の消音筒の説明図
【図３】同軸流送風機の消音筒の断面図
【図４】同軸流送風機に用いる吸音材を示す図
【図５】同軸流送風機における吸音材の配置図
【図６】本発明の実施例・比較例を示すテーブル図
【図７】実施例・比較例における騒音測定状態を示す図
【図８】実施例・比較例における騒音測定結果を示す図（吸込み側位置Ａでの周波数測定
結果）
【図９】実施例・比較例の騒音測定結果の比較テーブル図
【図１０】従来の２段の羽根車を用いた軸流送風機を示す図
【図１１】従来の軸流送風機における吸音材の配置図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。
（実施の形態１）
　図１に示すように、本実施の形態の軸流送風機は、モータ２と羽根車３を備えた送風筒
４と、この送風筒４の軸方向の両側に設けられた消音筒５とで構成されている。送風筒４
、消音筒５は、それぞれ円筒形状で、ほぼ同径である。これらの送風筒４と消音筒５とで
軸流送風機１の筒型ケーシングを構成している。消音筒５は、図２に示すように、内側に
固定ハブコーン６を有している。固定ハブコーン６は、円筒あるいは円錐形状である。本
実施の形態における固定ハブコーン６は、一端側を半球状にした円筒形状である。この固
定ハブコーン６と同軸にして、固定ハブコーン６を周方向に覆うように円筒形状の内筒７
が設けられている。内筒７は、パンチングメタルを円筒状にして形成されている。
【００１２】
　また、内筒７の外周側には、同じく固定ハブコーン６と同軸に外筒８が設けられている
。外筒８は、カバー８Ａを外周部に取り付けることによって構成されている。内筒７には
、外周側に突出するようにストッパー１０が設けられている。図示しないが、ストッパー
１０は、内筒７の軸方向に平行で、内筒７に対し径方向に立設した支持板と、支持板の外
周側頂部から周方向に演出するように設けた留め板とで構成される。すなわち、ストッパ
ー１０の内筒７の軸に直交する断面は、おおよそＴ字形状となっている。本実施の形態で
は、内筒７は、４枚のパンチングメタルを周方向に円筒状にして構成されている。ストッ
パー１０は、内筒７を形成するパンチングメタルの周方向端部（軸方向に沿った端部）を
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断面コの字状に折り曲げて設けられる。すなわち、隣り合った２つのパンチングメタルの
端部の折り曲げ部を突き合わせて１か所のストッパー１０が形成される。また、本実施の
形態では、１つのストッパー１０に１枚のカバー８Ａが覆いかぶさるように外筒８が形成
される。図３に示すように、カバー８Ａはストッパー１０の頂部で固定されるので、内筒
７と外筒８（カバー８Ａ）との間には、空間が形成される。この内筒７と外筒８との間に
形成された空間は、吸音材１１を挿入する吸音材挿入部９となっている。
【００１３】
　この吸音材挿入部９には、図４に示すような板状の吸音材１１が挿入される。吸音材１
１には、材料として板状のガラス繊維（グラスウール）が用いられる。
【００１４】
　この吸音材１１を吸音材挿入部９に挿入する手順を説明する。ここでは、吸音材１１を
図３のストッパー１０Ａとストッパー１０Ｂの間に装着する手順を説明する。板状の吸音
材１１の一側面を一方のストッパー１０Ａの支持板に当てる。このストッパー１０の支持
板に接触させた吸音材１１の一側面（および後述の対向する他面）は、周方向端面、ある
いは、軸方向に沿った端面と言える。この状態では、吸音材１１の一側面を含む端部は、
内筒７とストッパー１０Ａとで三方を囲まれた状態である。この状態で吸音材１１を内筒
７に沿って巻くように装着する。そして、ストッパー１０Ａに接触した一側面に対向する
他面を隣のストッパー１０Ｂと内筒７とで形成される装着空間に挿入する。このように、
内筒７の外周に沿うように吸音材１１を挿入し、吸音材１１をストッパー１０にあてるこ
とにより、吸音材１１は吸音材挿入部９に保持される。
【００１５】
　ここで、吸音材１１は、ストッパー１０の支持板に密着するように装着する。すなわち
、吸音材１１は、軸方向端面における接合部分で、ストッパー１０の支持板を介して隣り
合った吸音材１１の端面同士が密着することになる。
【００１６】
　本実施の形態では、吸音材１１は周方向に４枚の吸音材１１を装着する。
【００１７】
　なお、本実施の形態では、吸音材１１の周方向の両側をストッパー１０によって保持す
る構成としたが、一方の側面のみストッパー１０で保持する構成としてもよい。あるいは
、ストッパー１０を用いず、他の保持方法によって吸音材１１を保持してもよい。
【００１８】
　また、周方向に４枚の吸音材１１を用いたが、枚数に制限はない。ただし、作業工数を
考慮すると、周方向に３～６枚程度の吸音材１１を用いるのが好ましい。その場合にも、
上述したように周方向に隣接する吸音材１１の端面同士が密着するように設けられる。
【００１９】
　このような構成によれば、内筒７の内部にあるモータや羽根から発せられる音は多く吸
音材１１に入射することができ、入射した音、つまり音のエネルギーは、吸音材１１のガ
ラス繊維を振動させ、熱エネルギーに変えることができる。つまり、音のエネルギーを小
さくすることになり、多くの音が吸音されることになる。
【００２０】
　吸音材１１としては、ロールタイプのものを用いるとよい。ロールタイプの吸音材１１
とは、曲げ易く、製造時にロール状に成形されたものである。このロールタイプの吸音材
１１は、グラスウール同士を接着する接着剤の使用量を比較的少なめにすることにより、
曲げ易くなっている。一方、ボードタイプと呼ばれる吸音材は、ロールタイプと比較して
固く、図４に示すような板状の状態を維持することができる。ボードタイプの吸音材を製
造するときには、グラスウール同士を接着する接着剤の使用量を比較的多めにすることに
よって、固めに製造される。
【００２１】
　このように、ロールタイプの吸音材１１は、曲げ易く、製造時にロール状に成形された
ものなので、図１１に示すように内筒７の外周側に巻くように装着すると、軸方向の端面
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は、円周の径方向に沿ったものとなる。従って、ロールタイプの吸音材１１を内筒７の外
側に巻いていくと、隣接する吸音材１１の端面同士が密着することになる。
【００２２】
　一方、ボードタイプの吸音材は、曲げにくく、内筒７の外側に装着したとき、軸方向の
端面は、径方向の放射線に対し、吸音材自身側に傾くことになる。従って、隣接する吸音
材の端面間には隙間が生じることになる（図１１）。
【００２３】
　グラスウールは連続空気室をもつ多孔質材料である。グラスウールに入射した音のエネ
ルギーはグラスウール内部に伝搬して、ガラス繊維や空気を振動させ熱エネルギーに変わ
る。これによりグラスウールは低音域から高音域まで幅広い音に対して優れた吸音性を発
揮する。従って、軸流送風機の場合、モータおよび羽根から発せられた音は、多くの吸音
材（グラスウール）に入射し、ガラス繊維や空気を振動させ、熱エネルギーに変えること
によって優れた消音が実現する。
【００２４】
　本実施の形態のような構成によれば、ロールタイプの吸音材１１は限られた吸音材挿入
部９の中で、隙間を作ることなく、挿入されている。つまり、モータや羽根から発せられ
る音は多く吸音材１１に入射することができ、入射した音、つまり音のエネルギーは、吸
音材１１のガラス繊維を振動させ、熱エネルギーに変えることができる。つまり、音のエ
ネルギーを小さくすることになり、多くの音が吸音されることになる。
【実施例】
【００２５】
　以下、本発明の実施例、比較例について説明する。
【００２６】
　吸音材１１（グラスウール）の挿入パターンをいくつか変えた実験系を用意し、騒音測
定を行った。用意した実験系は図６に示すようにパターン１、２、３である。
【００２７】
　図７には、準備したパターン１～３の軸流送風機において発生する騒音測定位置を示す
。騒音測定位置として、以下の４つの位置において測定を行った。
【００２８】
　位置Ａ・・・吸込み口より上流側１．５ｍ
　位置Ｂ・・・吸込み上流側斜め４５°で吸込み口から１．５ｍ
　位置Ｃ・・・軸中送風機の軸方向中心から真横１．５ｍ
　位置Ｄ・・・吐出下流側斜め４５°で吐出口から１．５ｍ
（実施例１）
　実施例（パターン１）として、各装着箇所（消音筒、送風筒、固定ハブコーン内）で以
下のタイプ、密度の吸音材を用いた。
【００２９】
　　消音筒・・・ロールタイプ　密度３２ｋｇ／ｍ３

　　送風筒・・・ロールタイプ　密度３２ｋｇ／ｍ３

　　固定ハブコーン・・・密度３２ｋｇ／ｍ３

（比較例１）
　第１の比較例（パターン２）として、各装着箇所で以下のタイプ、密度の吸音材を用い
た。
【００３０】
　　消音筒・・・ロールタイプ　密度２４ｋｇ／ｍ３

　　送風筒・・・ロールタイプ　密度２４ｋｇ／ｍ３

　　固定ハブコーン・・・密度３２ｋｇ／ｍ３

（比較例２）
　第２の比較例（パターン３）として、各装着箇所で以下のタイプ、密度の吸音材を用い
た。
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　　消音筒・・・ボードタイプ　密度６４ｋｇ／ｍ３

　　送風筒・・・ボードタイプ　密度６４ｋｇ／ｍ３

　　固定ハブコーン・・・密度３２ｋｇ／ｍ３

 
　以上の実施例、比較例の軸流送風機を用いて騒音試験を行った。図８に吸込み口より１
．５ｍ上流側の位置Ａにて測定した騒音の周波数測定の結果を示す。図９には、各測定位
置（位置Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）での騒音測定の結果を示す。
【００３２】
　これによると、実施例（パターン１：消音筒＝ロールタイプ密度３２ｋｇ／ｍ３、固定
ハブコーン＝密度３２ｋｇ／ｍ３、送風筒＝ロールタイプ密度３２ｋｇ／ｍ３）が、一番
騒音低減効果があり、比較例２（パターン３：消音筒＝ロールタイプ密度６４ｋｇ／ｍ３

、固定ハブコーン＝密度３２ｋｇ／ｍ３、送風筒＝ロールタイプ密度６４ｋｇ／ｍ３）よ
りも騒音低減効果が高い。つまり、吸音材の軸方向端面における接合部分で、吸音材端面
同士を密着させ、隙間を設けない構造の方が単純に密度を上げるよりも効果が高いと言え
る。また、その効果は図８より主に１００Ｈｚ～５００Ｈｚにおいて効果があることがわ
かる。
【００３３】
　また、実施例（パターン１）と比較例１（パターン２：消音筒＝ロールタイプ密度２４
ｋｇ／ｍ３、固定ハブコーン＝密度３２ｋｇ／ｍ３、送風筒＝ロールタイプ密度２４ｋｇ
／ｍ３）を比較したとき、わずかであるが、パターン１の方が性能は高いと言える。これ
は密度が高い方が吸音効果は高いことを示す。ただし、密度を上げすぎても吸音材が固く
なり、吸音材表面で音を反射してしまう、つまり入射音が反射して反射音となり、吸音材
に到達することができなくなることが考えられる。
【００３４】
　つまり、吸音材挿入部９に挿入する吸音材はロールタイプの密度３２ｋｇ／ｍ３が適し
ている。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　本発明は、騒音発生源に対し、円筒状（あるいは、円筒の一部）の壁面を吸音壁として
用いる場合に活用できる。
【符号の説明】
【００３６】
　　１　　軸流送風機
　　２　　モータ
　　３　　羽根車
　　４　　送風筒
　　５　　消音筒
　　６　　固定ハブコーン
　　７　　内筒
　　８　　外筒
　　８Ａ　カバー
　　９　　吸音材挿入部
　１０　　ストッパー
　１０Ａ　ストッパー
　１０Ｂ　ストッパー
　１１　　吸音材
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